
ケース① 年金特別徴収

（７０代夫婦の世帯（所得税が４，８００円、所得割が１３，０００円）の場合）

定額減税可能額（３万円×(本人＋扶養親族数)）－令和６年分推計所得税額＝① 所得税分の控除不足額

所得減税可能額：３万円×２人＝６０，０００円

６０，０００円－４，８００円＝ ５５，２００円（① 所得税分の控除不足額）

定額減税可能額（１万円×(本人＋扶養親族数)）－令和６年度住民税所得割額＝② 住民税所得割分の控除不足額

住民税所得割分減税可能額：１万円×２人＝２０，０００円

２０，０００円－１３，０００円＝ ７，０００円（② 住民税所得割分の控除不足額）

①５５，２００円 ＋ ②７，０００円 ＝ ６２，２００円

切り上げた７０，０００円が調整給付として給付されます。

定額減税可能額（３万円×２人（本人+扶養親族数)）＝６０，０００円

令和６年分推計所得税額

（４，８００円）
① 所得税分の控除不足額（５５，２００円）

定額減税可能額（１万円×２人（本人+扶養親族数)）＝２０，０００円

令和６年分住民税所得割額（１３，０００円）
② 住民税所得割分の控除不足額

（７，０００円）

調整給付金の算出方法

所得税

住民税所得割

① 所得税分の

控除不足額

② 住民税所得割分の

控除不足額

①＋②

調整給付額
＝＋



ケース② 普通徴収

（３０代夫婦と子ども３人の世帯）（所得税額４９，５００円、所得割が５５，０００円）の場合）

定額減税可能額（３万円×(本人＋扶養親族数)）－令和６年分推計所得税額＝① 所得税分の控除不足額

所得減税可能額：３万円×５人＝１５０，０００円

１５０，０００円－４９，５００円＝ １００，５００円（① 所得税分の控除不足額）

定額減税可能額（１万円×(本人＋扶養親族数)）－令和６年度住民税所得割額＝② 住民税所得割分の控除不足額

住民税所得割分減税可能額：１万円×５人＝５０，０００円

５０，０００円－５５，０００円＝ －５，０００円（０円）（②）

①１００，５００円 ＋ ②０円 ＝ １００，５００円

切り上げた１１０，０００円が調整給付として給付されます。

定額減税可能額（３万円×５人（本人+扶養親族数)）＝１５０，０００円

令和６年分推計所得税額

（４９，５００円）
① 所得税分の控除不足額（１００，５００円）

定額減税可能額（１万円×５人（本人+扶養親族数)）＝５０，０００円

令和６年分住民税所得割額（５５，０００円） ② -５，０００円（０円）

調整給付金の算出方法

所得税

住民税所得割

① 所得税分の

控除不足額

② 住民税所得割分の

控除不足額

①＋②

調整給付額
＝＋



ケース③ 給与からの特別徴収

（２０代夫婦と子ども１人の世帯）（所得税額が９９，０００円、所得割が１８３，５００円）の場合）

定額減税可能額（３万円×(本人＋扶養親族数)）－令和６年分推計所得税額＝① 所得税分の控除不足額

所得減税可能額：３万円×３人＝９０，０００円

９０，０００円－９９，０００円＝ －９，０００円（０円）（①）

定額減税可能額（１万円×(本人＋扶養親族数)）－令和６年度住民税所得割額＝② 住民税所得割分の控除不足額

住民税所得割分減税可能額：１万円×３人＝３０，０００円

３０，０００円－１８３，５００円＝ －１５３，５００円（０円）（②）

①０円 ＋ ②０円 ＝ ０円（給付なし）

減税可能な額を全額減税できるため、調整給付は給付されません。

定額減税可能額（３万円×３人（本人＋扶養親族数)）＝９０，０００円

令和６年分推計所得税額（９９，０００円） ① -９，０００円（０円）

定額減税可能額（１万円×３人（本人＋扶養親族数)）＝３０，０００円

令和６年分住民税所得割額（１８３，５００円） ② -１５３，５００円（０円）

所得税

住民税所得割

調整給付金の算出方法

① 所得税分の

控除不足額

② 住民税所得割分の

控除不足額

①＋②

調整給付額
＝＋



調整給付対象となる方・ならない方

※ 減税しきれない額が発生する場合は対象

住民税課税の状況 所得税課税の状況
住民税 所得税

定額減税 調整給付 定額減税 調整給付

非課税 × × × ×

課税 × ○ ○ ○

非課税 ○ ○ × ○

課税 ○ ○ ○ ○

均等割非課税
又は均等割のみ課税

均等割
及び所得割が課税

※

※

※ ※


